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資格試験・免許等の事務の取組について

１ 趣旨

府県毎に実施している、試験問題作成や試験実施、合格者の管理、免許交付等の事務を

広域連合に集約して、一元的な実施・管理により事務の効率化、経費節減を図る。

２ 広域連合で実施する事務

(1) 調理師法に規定する調理師の試験及び免許に関する事務

(2) 製菓衛生師法に規定する製菓衛生師の試験及び免許に関する事務

(3) 保健師助産師看護師法に規定する准看護師の試験及び免許に関する事務

（具体的な事務の内容）

① 試験事務（試験委員会の運営、試験問題の作成、試験の実施等）

② 免許関係事務（免許交付、既登録者の変更（氏名変更等による書換、再交付））

【参考】

調理師 製菓衛生師 准看護師

受験者数 約８，０００人 約２，０００人 約１，５００人

免許登録者数 約６０万人 約３万人 約１６万人

書換・再交付 約２，５００人 約１００人 約１，６００人

３ 参加府県

   滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県    ５府県

    ※徳島県が平成24年度からの参加予定（11月又は12月府県議会において規約改正）

４ 事業計画

(1) 年次計画

実  施  内  容

23年度

※予算

16,650千円

・ 実施事務の基本的な制度設計

・ 試験免許統合システム構築（H23～H24）
・ 各府県の台帳整理・データ移行準備    

24年度 ・ 構築・府県からのデータ移行・試験免許統合システム試行運用
・ 条例・規則の整備

・ 試験委員会の設置

25年度 ・ 試験実施
・ 免許交付事務の実施（申請受付・審査、免許証交付等）

(2) 平成23年度の取組み

  ・７月７日 参与会議（実施事務の基本的な制度設計等の協議）

  ・８月～  試験・免許毎にワーキングチームを設置

（月１回程度開催、実施事務の詳細を検討）

５ 事業効果

・ 事務コストの縮減

・ 申請・交付手続の郵送化による利便性向上

・ 広域的な視点から、最適な試験実施体制の確保や職員の専門性の向上



年度 全　　体 調理師・製菓衛生師 准看護師
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　　資格試験・免許等業務の実施に係る主なスケジュール

23

24

25

システム開発

23.11～24.10

（４月）試験告示・願書配布

（５月）願書受付

（７月）試験実施

（９月）試験委員会の設置

（11月）試験告示・願書配布

（12月）願書受付

（２月）試験実施

（４月）試験委員会の設置(条例)

試

験

問

題

作

成

試

験

問

題

作

成

連

合

で

試

験

免

許

事

務

開

始

システム

テスト運用

準

備

期

間

・

制

度

設

計

（12月）府県データー移行

府県の関係

条例等の改廃

試験会場確保

実施事務の基本的な制度設計

・７月 参与会議

・８月～ ワーキングチームを設置

（実施事務の詳細を検討）

システム用

器機の導入
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免許交付 免許書換

26
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成

免許申請・交付

免許申請・交付

（２月）連合議会（手数料条例・附属機関設置条例）


